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催し等で特に記載がないものは「無料・申込み多数の場合は抽選・抽選の結果は当選者のみ通知」です。
詳しい情報を知りたい方は二次元コードをスマートフォンで読み取りHPをご覧ください。

お知らせ

　毎月第１日曜日は区民一斉清掃の日！
【日時】10/6（日）7：00～
　　　（一部8：00～）
【問合】まちづくり推進課
　　　（教育支援・環境）35番窓口
　　　☎6466-9743

このはちゃん
クリーンアップ大作戦

フードドライブを実施します！

　次の日時でご家庭で余っている食品
の寄付を受付します。「ごみ相談」「マタ
ニティウエア、ベビー服、こども服の展
示提供」も実施します。
【日時】10/8（火）13：00～15：00
　　　毎月第2火曜日
【場所】区役所3階　このはサロン
【回収品】上記食料品および衣類
【提供品】こども服・ベビー服（展示品の中

から１人２点まで）
【問合】西北環境事業センター
　　　☎6477-1621
　　　まちづくり推進課
　　　（教育支援・環境）35番窓口
　　　☎6466-9743

無料で特定健診を受診しよう！

　生活習慣病の発症や重症化の予防に
役立ちます。対象の方には、緑色の封筒
で「受診券」を送付しています。40歳未
満の方が受けられる健診もありますの
で、詳しくは大阪市HPをご覧ください。
※年末から年度末にかけて予約が混雑しま
すので、早めの受診がオススメです。

【対象】大阪市国保被保険者のうち、40歳
以上の方（年度内に40歳になる方
を含む）

【問合】窓口サービス課（保険）
　　　④番窓口
　　　☎6466-9956

　１１/１（金）に国民健康保険被保険者
証（以下「保険証」という）を更新するた
め、新しい保険証（桃色）を１０月中に区
役所から転送不要の簡易書留郵便で送
付します。
　１０月中に届かない場合や保険証の
記載内容に変更がある場合は、下記問
合までご連絡ください。
※簡易書留郵便はポストには投函されませ
んので、配達時にご不在の場合は、投函さ
れた「郵便物等お預かりのお知らせ」に書
かれた方法でお受け取りください。
　なお、１２/２（月）以降、紙の保険証は
発行されなくなりますが、経過措置とし
て、それより前に交付された保険証は有
効期限までお使いいただけます。
　また、１０/３１（木）までに７５歳になら
れる方には、すでに後期高齢者医療被
保険者証を送付しています。
【問合】窓口サービス課（保険）④番窓口
　　　☎6466-9956

国民健康保険被保険者証を
更新します

〈医療証をお持ちの方へ〉
障がい者医療証・こども医療証・
ひとり親家庭医療証を更新します
　有効期限が10/31（木）までの方に、
新しい医療証を10月下旬にお送りしま
す。10月末までに届かない場合は下記
問合までご連絡ください。
　医療証の色は、次のように変わります。
●障がい者医療証：うぐいす色⇒オレンジ色
●ひとり親家庭医療証：あさぎ色⇒桃色
※こども医療証は色の変更はありません。ま
た、有効期限が「令和6年10/31（木）」ま
での方以外は、そのままお使いください。

【問合】保健福祉課（地域福祉）⑧番窓口
　　　☎6466-9857

税金
個人市・府民税・森林環境税
（普通徴収）第３期分の納期限
は10/31（木）です

　予測しない失業や大幅な所得減少
（前年の６割以下）が見込まれる場合は
申請により審査のうえ、減額・免除され
ることがあります。
　市税の納付には安全・確実・便利な口
座振替・自動払込（Webで申込み可能）
をぜひご利用ください。また、スマート
フォン決済アプリ（各種Pay等）、クレ
ジットカードによる納付も可能です。
　納付方法等の詳細については、大阪
市HPをご確認ください。
【問合】弁天町市税事務所
　　　市民税等グループ（個人市民税担当）
　　　☎4395-2953
　　　I4395-2810

電動自転車は申告および
ナンバープレートの取り付け
が必要です

　電動自転車（いわゆるペダル付き原
動機付自転車を含む）は、地方税法上、
原動機付自転車に該当します。
　所有者は地方税法等に基づき、軽自
動車税（種別割）に係る申告を行うとと
もに、ナンバープレートの交付を受け、
車体の見やすい箇所に取り付ける必要
があります。
※電動アシスト自転車については、申告およ
びナンバープレートの取り付けは不要です。

【申告および交付場所】
市税事務所（船場法人市税事務所およ
び同分室を除く）の窓口
申告方法については、大阪市のHPをご
覧ください。
【問合】弁天町市税事務所
　　　市民税等グループ（軽自動車税担当）
　　　☎4395-2954
　　　I4395-2810

「本人通知制度」をご存知ですか？

　大阪市では、住民票の写しなどが第
三者に取得された事実を本人に通知す
ることで、不正な請求を未然に防ぐとと
もに、市民の皆様の人権やプライバ
シーを守ることを目的として、「本人通
知制度」を実施しています。
 「本人通知制度」のご利用には、お住ま
い（または本籍地）の区役所（または区役
所出張所）での登録申請が必要で、郵便
等でも受け付けます。詳しくはHPにて。
【問合】窓口サービス課
　　　（住民登録）①番窓口
　　　☎6466-9963

Aさんの
住民票
を取得

本人に通知

第三者 Aさん

投票所の一部変更について
　島屋投票区の投票所について、令和
５年４/９の統一地方選挙は「住友電気工
業株式会社」で実施しましたが、今後行
われる選挙は場所を戻し「島屋小学校」
で投票を実施します。
【問合】此花区選挙管理委員会
　　　☎6466-9626


